
平成２３年

第１回市議会定例会 議案第３８号

函館市交通事業経営審議会条例の廃止について

函館市交通事業経営審議会条例を廃止する条例を次のように定める。

平成２３年２月２５日提出

函館市長 西 尾 正 範

函館市交通事業経営審議会条例を廃止する条例

函館市交通事業経営審議会条例（昭和４５年函館市条例第５号）は，

廃止する。

附 則

１ この条例は，公布の日から施行する。

２ 特別職の職員の給与等に関する条例（昭和４０年函館市条例第２２

号）の一部を次のように改正する。

別表第２中

「
南北海道教育センター運営協議会の委員 日額 5,000円

を
交通事業経営審議会の委員 日額 5,000円

」

「
南北海道教育センター運営協議会の委員 日額 5,000円 に

」

改める。

（提案理由）

交通事業経営審議会を廃止するため


